


  

令和６年度「特定公募型研究開発業務（ムーンショット型 

研究開発）」に関する国会報告（概要） 

 

 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号）第

２７条の３の規定に基づき、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系

特定産業技術研究支援センター（以下「生研支援センター」という。）令和６年度特定公

募型研究開発業務（ムーンショット型研究開発）に関する報告書及び当該報告書に対す

る農林水産大臣の意見を国会に報告するものである。 

 

１．報告書の概要 

・ ムーンショット目標５「２０５０年までに、未利用の生物機能等のフル活用によ 

り、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」の達成に向け、

令和６年度までに計１２，６２０百万円の交付を受け、生研支援センターに基金

を設置し、積み増しした。 

・ 令和６年度は、総合科学技術・イノベーション会議による５年目評価が行われプ

ログラムとしての後半（令和７年度から令和１１年度まで）の継続が決定された。 

・ また、継続中のプロジェクトについて研究を推進し、プロジェクト関係者と利害

関係のない外部有識者で構成された評議委員会において、計画に対する研究の進

度、研究マネジメントの状況、国際連携の進み具合等の総合的な観点から評価を

行った。評価結果を踏まえ、各プロジェクトへの予算配分等の見直しを行った。 

・ 外部評価結果及びポートフォリオ（研究開発プロジェクト構成や資金配分方針計

画）の見直し内容についてホームページで公表した。 

・ 基金の残額４,３８２百万円（令和６年度末現在）は、令和７年度以降の研究費等

に充当予定。 

 

２．農林水産大臣の意見の概要 

・ 令和６年度特定公募型研究開発業務（ムーンショット型研究開発）については、

外部有識者による評価を踏まえた資金配分の見直し等、厳格な事業運営が行われ

ているとともに、透明性・公正性に十分留意したものであり、適正であったと認

められる。 


